
埼玉県新型感染症専門家会議委員への意見照会（電子メール）の概要 

 

１．意見の回答日 

  令和３年１月４日（月） 

 

２．委員（敬称略 五十音順） 

  岡部 信彦  川崎市健康安全研究所 所長 

  金井 忠男  埼玉県医師会 会長  

  川名 明彦  防衛医科大学校 教授 

  坂木 晴世  国立病院機構西埼玉中央病院専門看護師 

  松田 久美子 埼玉県看護協会 会長 

  光武 耕太郎 埼玉医科大学国際医療センター 医師 

 

３．照会事項 

 「一都三県 緊急事態行動」について 

 １．住民への要請 

  午後８時以降の不要不急の夜間外出自粛（１月８日～１月３１日） 

 ２．事業者への要請 

  ア 営業時間の短縮要請 等 

  イ テレワークの徹底 等 

 

４．主な意見 

  ○ 賛同する。ただし、テレワークについては、いわゆるデスクワーク、営

業活動が対象であり、製造、工事等の現場作業は別と考える必要がある。

（岡部委員） 

  ○ 賛同する。一都三県で足並みを揃えることが必要である。（金井委員） 

  ○ 賛同する。今後は、海外から変異株が入ってきて流行につながる可能性

もある。その前にしっかり国内流行を抑えておく必要があると考える。（川

名委員） 



  ○ 賛同する。飲食店だけを狙い撃ちにするのではなく、県民全体に２０時

以降の外出自粛をお願いしていること、みんなで家に帰りましょうという

ことを伝えることができたら良いのではないか。（坂木委員） 

 【県の対応】 

  ● 県内の感染状況及び委員の意見を踏まえ、一都三県 緊急事態行動につ

いて要請を行った。（１月４日開催 第３８回新型コロナウイルス対策本部

会議において決定。） 

 


